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一橋大学法学部卒業 平成12年司法試験合格 平成14年司法修習終了(55期) 

平成14年弁護士登録、リバーシティ法律事務所入所  平成17年弁理士登録 

平成20年 ペンシルバニア大学ロースクール ＬＬ．Ｍ修了、ニューヨーク州司法試験（NYBarExam）合格 

平成20年~平成21年 外務省国際法局経済条約課･社会条約官室課長補佐(任期付任用公務員) 

平成22年米国ニューヨーク州弁護士登録 

講師プロフィール 

個人と法人にそれぞれ固有の番号をつけて利用するマイナンバー制度は、2016年1月から運用が開始される予定です。 

法人につけられる法人番号は、自由な利用が予定されていますが、個人につけられる個人番号は、法律で厳しく管理され、

民間企業による個人番号の取得・利用、ルールに従わないものは罰則の対象となっています。 

このセミナーでは、マイナンバー制度の基本についてお話ししたうえで、この制度の導入によって民間企業に必要とされ

る対応、特に細かい配慮が必要となる個人番号の取扱い方法について、お伝えします。 

 

南部
な ん ぶ

 朋子
と も こ

 氏 
弁護士（日本・米国ニューヨーク州） 

弁理士 

カリキュラム 

 1. マイナンバー制の概要 
 
2. マイナンバー制導入で、民間企業は 

どのような対応が必要になるか？ 
 3. 個人番号の取扱いの上の注意点 
 
4. 法人番号について 
 

 

一般社団法人 徳島県法人会連合会  

日 時 平成２７年６月２２日（月） 

１６：４５～１７：４５（予定） 

 会 場 阿波観光ホテル ５階 

第３回通常総会 研修会 
 


